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１ サービス費用一覧 

（１）訪問型サービス 

サービス名 項目 報酬単位 備考 

現行相当サービス：予防訪問介護と同

等内容のサービス（専門的な支援が必

要な場合） 

○サービスコード：Ａ２ 

○負担割合：１割～３割 

週 1回程度 

 

267単位/回 

1,172単位/月 

4回まで 

5回以上 

週 2回程度 

  

271単位/回 

2,342単位/月 

8回まで 

9回以上 

週 3回程度 286単位/回 

3,715単位/月 

12回まで 

13回以上 

基準緩和型サービス（指定）：指定事業

所が提供する（専門的支援まで必要な

いが、誰かしらの支援が必要な場合） 

○４５分未満／６０分未満 

○サービスコード：Ａ３ 

○負担割合：１割～３割 

週 1回程度 

（４５分未満） 

240単位/回 

1,055単位/月 

4回まで 

5回以上 

週 2回程度 

（４５分未満） 

244単位/回 

2,108単位/月 

8回まで 

9回以上 

週 3回程度 

（４５分未満） 

257単位/回 

3,344単位/月 

12回まで 

13回以上 

週 1回程度 

（６０分未満） 

264単位/回 

1,160単位/月 

4回まで 

5回以上 

週 2回程度 

（６０分未満） 

268単位/回 

2,319単位/月 

8回まで 

9回以上 

週 3回程度 

（６０分未満） 

283単位/回 

3,678単位/月 

12回まで 

13回以上 

基準緩和型サービス（委託）：45分未満

の生活援助。民間事業所に雇用されて

いる自立生活サポーター養成講座修了

生が提供する。 

○サービスコード：Ａ３ 

○負担割合：１割～３割 

 147単位/回 概ね週 1回程度 

給付管理外 

訪問機能訓練：リハビリ専門職が自宅を

訪問し、運動機能の向上を図る。 

○サービスコード：Ａ４ 

○負担割合：なし 

 250円/回 

※市保健師等

が提供する場

合は無料 

概ね 6か月間 

給付管理外 

※３割負担については、平成 30年 8月より実施 
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○訪問型サービスの加算・減算 

項目 現行相当 基準緩和型 

初回加算  200単位/月 200単位/月 

生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月  

生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月 

特別地域加算 15％ 

中山間地域等における小規模事業所加算 10％ 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 5％ 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×

13.7％ 

所定単位×

13.7％ 

介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×

10.0％ 

所定単位×

10.0％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）※ 所定単位×

5.5％ 

所定単位×

5.5％ 

介護職員処遇改善加算(Ⅳ） ※の 90％ ※の 90％ 

介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ※の 80％ ※の 80％ 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 6.3％  

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 4.2％ 

同一建物または 20名以上のサービス提供減算 10％減算 10％減算 

◎基準緩和型サービスについては、指定事業所によるサービスに限る。 
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（２）通所型サービス 

サービス名 項目 報酬単位 備考 

現行相当サービス：予防通所介護と同

等内容のサービス 

○サービスコード：Ａ６ 

○負担割合：１割～３割 

週 1回程度 

 

380単位/回 

1,655単位/月 

4回まで 

5回以上 

週 2回程度 

 

391単位/回 

3,393単位/月 

8回まで 

9回以上 

基準緩和型サービス（指定）：2～4時間

程度のサービス。内容は事業所ごと。 

○サービスコード：Ａ７ 

○負担割合：１割～３割 

週 1回程度 317単位/回 

1,382単位/月 

4回まで 

5回以上 

週 2回程度 326単位/回 

2,833単位/月 

8回まで 

9回以上 

短期集中通所リハビリテーション事業：

専門器機を利用した機能訓練。 

○サービスコード：Ａ８ 

○負担割合：なし 

 2,261円/月 

 

概ね 6か月間 

給付管理外 

※３割負担については、平成 30年 8月より実施 
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○加算・減算 

項目 現行相当 基準緩和型 

生活機能向上グループ活動加算 100単位/月  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動器機能向上加算 225単位/月 

栄養改善加算 150単位/月 

口腔機能向上加算 150単位/月 

選択的サービス複数(2種類)実施加算（Ⅰ） 480単位/月 

・運動機能向上及び栄養改善 

・運動機能向上及び口腔機能向上 

・栄養改善及び口腔機能向上 

選択的サービス複数（3種類）実施加算（Ⅱ） 700単位/月 

・運動機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 

事業所評価加算       120単位/月 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供

加算 

5.0％ 

若年性認知症利用者受入加算 240単位/月 

サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ） 週 1回：72単位/月 

週 2 回：144 単位/

月 

サービス提供体制強化加算Ⅰ（ロ） 週 1回：48単位/月 

週 2回：96単位/月 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 週 1回：24単位/月 

週 2回：48単位/月 

生活機能向上連携加算  

 ※運動機能向上加算を算定している場合                                              

200単位/月 

100単位/月 

栄養スクリーニング加算 5単位/回 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×5.9％  所定単位×5.9％  

護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×4.3％ 所定単位×4.3％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）※ 所定単位×2.3％ 所定単位×2.3％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） ※の 90％ ※の 90％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅴ） ※の 80％ ※の 80％ 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×1.2％  

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×1.0％  

定員超過減算 30％減算 30％減算 

人員欠如減算 30％減算 30％減算 
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同一建物居住または同一建物からの利用減算 

 

1月につき単位数で

算定する場合 

週１回：－376単

位/月 

週 2回：-752単位

/月 

 

1回につき単位数で

算定する場合 

週１回：－94単位

/回 

週 2回：-94単位/

回 

1月につき単位数で

算定する場合 

週１回：－376単

位/月 

週 2回：-752単位

/月 

 

1回につき単位数で

算定する場合 

週１回：－94単位

/回 

週 2回：-94単位/

回 

※基準緩和型サービスについては、指定事業所によるサービスに限る。 
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（３）介護予防ケアマネジメント 

サービス名 報酬 加算 

ケアマネジメントＡ：介護予防サービス計画

と同等内容 

○サービスコード：ＡＦ 

431単位 ○初回加算       300単位 

ケアマネジメントＢ：簡易様式で行うケアマ

ネジメント。サービス担当者会議は適宜、

モニタリングは 6 ヶ月に 1回程度。 

○サービスコード：ＡＦ 

○対象サービス：基準緩和、短期集中 

300単位 ○初回加算       300単位 

○アセスメント連携加算 50単位 

ケアマネジメントＣ：セルフプラン作成のた

めの支援。 

○サービスコード：ＡＦ 

○対象サービス：週１回程度の通いの場等 

100単位  

 

 ○加算算定要件 

  ・初回加算（ケアマネジメントジメントＡ・ケアマネジメントＢ） 300単位 

現行の指定居宅介護支援、指定介護予防支援における基準に準じて算定できます。 

ア）新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合 

(契約の有無に関わらず、介護予防ケアマネジメントの実施が終了して二月以上経

過した後に、介護予防ケアマネジメントを実施する場合を含む) 

イ）要介護者が要支援認定を受け、あるいはサービス事業対象者として介護予防ケアマ

ネジメントを実施する場合 

ただし、予防給付を受けていた者が、要支援の認定有効期間の満了の翌月から、サービ

ス事業対象者として総合事業のサービス利用に移行するときは、初回加算の算定を行うこ

とはできません。 

・アセスメント連携加算（ケアマネジメントＢ） 50単位 

    短期集中予防サービスのため、リハビリテーション専門職と連携してケアプランを作成の場

合、連携加算として 50単位を算定できます。 
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２ 報酬についての考え方 

（１）基本的な考え方 

月額包括報酬とされていた支給区分については、「サービス利用実績に応じた報酬設定」及び

「多様なサービスとの併用」の観点から、１回当たりの単価設定を基本とします。 

 

例１）要支援１の利用者に対し、１月に４回（週に１回想定）通所型サービス（現行相当）を提供した。  

⇒380単位×４回（回数単価設定） 

例２）要支援１の利用者に対し、１月に５回（週に１回想定）通所型サービス（現行相当）を提供した。                         

⇒1,655単位（包括単価設定） 

例３）要支援２の利用者に対し、１月に９回訪問型サービス（週に２回想定）（基準緩和型）を提供した。                         

⇒2,108単位（包括単価設定） 

例４）事業対象者に対し、１月に５回（週に１回想定）訪問型サービス（基準緩和型委託）を提供した。 

⇒14７単位×5回（※基準緩和型委託は回数設定のみ） 

例５）事業対象者に対し、１月に４回（週に１回想定）訪問型サービス（現行相当）と合わせ、１月に４回（週

に１回想定）訪問型（基準緩和型委託）を提供した。 

⇒（267単位×4回※１）＋（14７単位×4回※２）（回数単価設定※１＋回数単価設定※２） 

 

 

（２）サービス提供回数変更に伴う支給区分（１週間のサービス回数）の変更 

 利用者の状態像の改善に伴って、当初の支給区分において想定されているよりも少ないサービ

ス提供になること、又はその逆に、傷病等で利用者の状態が悪化したことによって、当初の支給

区分において想定された以上に多くのサービス提供になることがあり得ますが、その場合であって

も、月の途中での支給区分の変更は不要とします。 

 なお、この場合の、翌月の支給区分については、利用者の新たな状態や新たに設定した目標に

応じた区分によるサービス計画を定める必要があります。 

 

例１）事業対象者の利用者で、１週間に１回の通所型サービス（現行相当）を想定していたが、状態の悪化

に伴い１月に７回のサービスを提供した。⇒1,655単位（週 1回想定の包括単価） 

 

例２）要支援２の利用者で、１週間に２回の通所型サービス（現行相当）を想定したが、状態の改善に伴い１

週間に１回の利用となり、１月に４回のサービスを提供した 

                             ⇒391単位×４回（週２回想定の回数単価） 
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（３）同一建物減算について 

 事業所と同一建物に居住する利用者または同一建物から通う利用者に通所型サービスを利用

する場合は減算対象となります。 

 

例１） 同一建物居住要支援１の利用者に対し、１月に５回（週に１回想定）通所型サービス（現行相当）を

提供した。              ⇒1,655単位（週１回程度の包括単価）－376単位 

例２） 同一建物居住要支援２の利用者に対し、１月に９回（週に２回想定）通所型サービス（現行相当）を

提供した。              ⇒3,393単位（週２回程度の包括単価）－752単位 

例３） 同一建物居住要支援１の利用者に対し、１月に４回（週に１回想定）通所型サービス（現行相当）を

提供した。              ⇒286単位※１×4回（週１回程度の回数単価） 

例４） 同一建物居住要支援２の利用者に対し、１月に８回（週に２回想定）通所型サービス（現行相当）を

提供した。              ⇒297単位※１×８回（週２回程度の回数単価） 

                                             ※１ 既に減算された合成単位 

                                             例)３・４ R２年４月より算定開始 

 

（４）利用者の自己都合によるキャンセル時の報酬の考え方 

 利用者の自己都合によるキャンセルの場合でも、実績を基本として考えます。なお、キャンセル

料の取扱いについては、各事業所の契約書等に記載された内容によります。 

 

例１）要支援２の利用者で、１週間に２回（月で８回）の利用見込みとして通所型サービス（現行相当）を計

画したが、２回自己都合によるキャンセルとなり、１月に６回のサービス提供となった。                             

⇒391単位×６回（週２回想定の回数設定×利用回数） 

 

例２）事業対象者である利用者で、１週間に２回（月で９回）の利用見込みとして通所型サービス（現行相当）

を計画したが、５回自己都合によるキャンセルとなり、１月に４回のサービス提供となった。                                              

⇒391単位×４回（週２回想定の回数設定×利用回数） 

 

 

（５）月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について 

 新規利用の場合は、その月の利用回数が包括単価設定になる場合のみ、日割り計算の対象と

なります。 

 その他の事由については、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について

（確定版）」（平成 27年 3月 31日事務連絡 厚生労働省老健局介護保険計画課通知）のⅠ-資料

９をご確認ください。 
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３ 請求方法 

（１）訪問・通所事業所 

 現行相当サービス、基準緩和型サービスともに国保連を通しての請求となります。 

（２）ケアマネジメント 

 ①請求先：既存と同様です。詳細は委託契約書をご確認ください。 

 ②加算の添付書類 

  原則なし。ただし、必要時は介護予防サービス計画・支援計画書の提出を求める場合もありま

す。 

※市への請求時の添付が原則不要であり、既存のとおり地域包括支援センターへの提出を省略

したものではありません。 
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４ 更新・区分変更時等の留意事項 

要介護認定等の申請期間中のサービス利用と費用の関係 

 給付のみ 給付と総合事業 総合事業のみ 

非該当・ 
事業対
象者 

全額 
自己負担 

給付分は全額自己負担 
介護予防ケアマネジメントも含めた事業分は事
業より支給 

介護予防ケアマネジメント
も含めて、事業より支給 

要支援
認定 

予防給付
より支給 

介護予防ケアマネジメントを含めた給付分は予
防給付より支給 
事業分は事業より支給 

介護予防ケアマネジメント
も含めて、事業より支給 

要介護
認定 

介護給付
より支給 

介護予防ケアマネジメントを含めた給付分は、介
護給付より支給 
事業分は、介護給付サービスの利用を開始する
までのサービス提供分は事業により支給 

介護給付サービスの利用
を開始するまでのサービス
提供分は事業により支給 

 

（１）移行例と費用 

① A さん 85歳（女）介護度：要支援２ 有効期間：平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日 

利用サービス 訪問型サービス：１/W 通所型サービス：1/W 

例）認定日が 4月中旬になり、かつ結果が要介護１以上となった場合 

利用サービス 考え方 費用 

訪問介護 

通所介護 

①総合事業の訪問介護・通所介護が利用でき

るのは、要支援認定者・事業対象者のみ。要

介護者は利用できない 

②認定結果が出る前にサービス利用を開始し

ていた場合、認定結果が要介護１以上であっ

ても、認定結果の出た日以前のサービス事業

利用分のサービスは、総合事業より支給。 

認定結果が出る前 

：総合事業より支給 

認定結果後 

    ：介護給付より支給 

ケアマネジメント 

①給付のルールに準じて、月末の時点で居宅

介護支援を行っている居宅介護支援事業者

が給付管理票を作成して提出し、請求する。 

②支給限度額管理は、地域包括支援センター

と居宅介護支援事業者が連携を取り合って行

う。 

介護給付より支給 
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② B さん 76歳（男） 事業対象者 

利用サービス 訪問介護：2/W、福祉用具貸与（5月 1日から利用開始） 

※福祉用具貸与希望のため、要支援認定等申請（5月 1日） 

例１）認定結果：要支援 1 有効期間：令和 1年 5月 1日から令和 2年 4月 30日 

利用サービス 費用 

訪問介護 総合事業 

福祉用具貸与 予防給付 

ケアマネジメント 予防給付 

 

例２）認定結果：要介護１ 認定日：令和 1年 6月 1日  

有効期間：令和 1年 5月 1日から令和 2月 4月 30日 

考え方 利用サービス 費用（5月 1日から 5月 31日） 

事業対象者が要介護 1 以上の認定となった

ことにより全額自己負担となることを避ける

ため、介護給付の利用を開始するまでの間

はサービス事業によるサービス利用を継続

することが可能。 

①要介護者として取り扱うのであれば、総合

事業の訪問型サービスは利用できない 

②事業対象者のまま、取り扱うことが可能 

※①か②の選択が可能 

訪問介護 
①：全額自己負担 

②：総合事業より支給 

福祉用具 
①：介護給付より支給 

②：全額自己負担 

ケアマネジメント 
①：介護給付より支給 

②：総合事業より支給 

※6月 1日以降は、介護給付より支給 

 

③ C さん 67歳（女）介護度：要介護１ 有効期間：令和１年 6月 1日から令和 2年 5月 31日 

利用サービス 通所介護：2／W 

例１）認定結果：介護度：要支援 2  有効期間：平成 29年 6月 1日か令和 1年 5月 31日 

 

 

 

 

○認定日が 6月下旬に要支援２の認定  認定日までは暫定プランとして、通所介護を利用 

利用サービス 考え方 費用 

通所介護 

表３から結果要支援認定で暫定プランで介護 1

の通所として対応していたが、結果から総合事

業費と判断する。（現行相当）。 

総合事業 

ケアマネジメント 

給付のルールに準じて、月末の時点で居宅介

護支援を行っている居宅介護支援事業者が給

付管理票を作成して提出し、請求します。 

総合事業 

 

総合事業への移行 費用 

通所介護：平成 29年 6月 1日 

ケアマネジメント：平成 29年 6月 1日 

総合事業 

総合事業 
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５ 総合事業終了日延長について 

(１)事業対象者が介護申請を行った場合 

介護認定後、総合事業（永年）と介護保険（介護申請日～）の有効な被保険者証が被保険者の下

に存在することになります。 

  

 

(２)事業対象者終了日を延長する場合の運用 

①事業対象者は全て高齢係を経由して介護申請する。（高齢係に介護申請書を提出） 

②介護申請書に下記を記載する。 

  【 前回の要介護認定の結果等 】 

・要介護状態区分 事業対象者 

・有効期間      開始年月日のみ 

【 備 考 欄 】 

・事業対象者終了日延長の有無 

・事業対象者終了日延長（予定）日 

・事業対象者の終了日を延長する理由 

※ 備考欄に記載がない場合は、事業対象者の延長「無」と判断します。 

※ 事業対象者の延長をする場合は、いつまで延長するか予定日を記載してください。「未定」の

場合は高齢係にご相談ください。 

※ 高齢係で注意喚起文（別紙１）を新しい被保険者証に挟み込み、送付します。 
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（別紙１） 

 

令和  年  月  日 

総合事業から 

介護保険を申請された方へ 

被保険者証利用開始日について 

介護保険被保険者証は下記の期間でご利用ください。 

 

サービス事業所・医療機関等で介護保険被保険者証の

提出を求められた際はご注意ください。 

 

 

  

・現在の被保険者証 

（要介護状態区分：事業対象者） 

   年   月   日まで 

・新しい被保険者証 

（要介護状態区分：要支援または要介護） 

   年   月   日から 

＜担 当＞ 

糸魚川市福祉事務所高齢係  

TEL 025－552-1511（内線 2168） 

注意喚起文 

用紙サイズ：A6サイズ 

色 ： ピンク 
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６  Q & A 

（１）基準緩和型（委託）について 

問１ 基準緩和型（委託）は週 1 回程度のみの想定だが、ひと月あたりの利用回数の上限は

あるのか 

（答） 

 基準緩和型（委託）は、民間事業所が実施するサービスとなります。週 1 回を基本としています

が、必要時には週２回程度まで可能とし、その回数等の設定は、ケアプランの中で定義づけしてく

ださい。 

 

（２） 報酬についての考え方について 

問２ ケアプランにおいて週２回の通所介護の利用を計画したが事業所の定員に空きがなく週

１回の定期利用と空きがある日のスポット利用となった場合の当初計画の取扱いについ

て伺いたい。 

   ①利用前月末時点で週１の定期利用に加えて１回でもスポット利用予定があれば当初計

画は週２として取り扱い、実績に応じ週２の単価で請求としてよいか？ 

   ②利用前月末時点でスポット利用予定がない場合、週１の単価設定として請求することは

可能なのか。 

（答） 

 スポット対応として下記のとおり運用します。 

 ①定期利用＋スポット利用＝５回以上の場合は週２単価として取り扱う。 

 ②定期利用のみ・・・４回の場合：週１単価として取り扱う。 

             ５回の場合：週１単価として包括単価として取り扱う。 

 ただし、上記運用の場合は、ケアプランにおいて週１回・週２回で捉えられるように記載する必要

があります。基本的にはケアプランで定義された利用回数が原則となりますので、必要な頻度を

判断し、スポット利用が正しいのか、利用回数が適正かの判断をお願いします。 

 

問３ 訪問型の現行相当サービスから基準緩和型（指定）に移行した際の月に訪問型サービス

として、初回加算を算定できるか。 

（答） 

  現行相当サービスも基準緩和型サービスも第１号訪問事業として実施しておりますので初回加

算の算定は出来ません。 

  ただし、現行相当サービスを提供している事業所と別の事業所が基準緩和型サービスを提供

する場合は、所定の作業を行うことにより、初回加算を算定することが出来ます。 
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（３）その他 

問１ 要支援認定者が月途中で区分変更を行い、要介護と認定された。この場合、月末時点で

の介護状態で請求を行うが、区分変更日以降のサービス利用がなかった場合は、どう請求し

たらよいか？ 

（答） 

介護予防ケアマネジメントにおいても予防支援（給付）と同様に、月末時点は要介護認定者とな

ったため、月末時点の居宅介護支援事業所が請求することになりますが、問いのケースのように、

区分変更日からその月末までサービスを利用していないため、給付管理を行っていないこととなり

ます。 

よって、この場合は、介護予防ケアマネジメントでの請求となります。 

 

問２ 総合事業に移行されて、返戻となったケースはどのようなものがあったか。 

（答） 

 ・ケアマネジメント作成届が提出されていない 

 ・台帳情報と給付管理上の情報の不一致 

があげられます。台帳情報が間違っている場合もありますので、必ず被保険者証を確認し、担

当地域包括支援センター、有効期間開始日等ご確認ください。 

 

問３ ショートステイ利用時の総合事業の請求について伺いたい。 

（答） 

 「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料送付について（確定版）」（平成 27 年 3 月 31

日事務連絡 厚生労働省老健局介護保険計画課通知）のⅠ-資料９の 4 ページに記載してあると

おり、月額包括報酬の単位とした場合日割り計算の対象となりますが、回数単価設定の場合は、

日割り請求の適用外となりますので、ご注意ください。 

 

問４ 事業対象者における介護申請中の取り扱いについて伺いたい。 

（答） 

①サービス費 

介護申請中は本人の台帳が未確定となるため、第１号事業費の請求はできません。介護認定確

定後、請求してください。 

②ケアマネジメント費 

市では国保連を通った事業費と給付管理票を突合し検収作業を行っています。よって、国保連を

通った給付のみ支払い対象としています。対象外となったものについては、翌月以降に給付管理

票を添付の上、再度請求してください。 

対象外となる例 

・国保連から返戻となったもの 

・国保連は通ったが請求内容(サービスコード、利用回数等)に誤りがあったもの 
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７ サービスコードについて  

＜訪問型サービス＞ 

（１）A２コード 訪問型現行相当サービス 

 基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A２２４１１ 訪問型独自サービ

スⅣ 

4回まで A２１１１１ 訪問型独自サービ

スⅠ 

5回 

A２２５１１ 訪問型独自サービ

スⅤ 

8回まで A２１２１１ 訪問型独自サービ

スⅡ 

9回 

A２２６２１ 訪問型独自サービ

スⅥ 

12回まで A２１３２１ 訪問型独自サービ

スⅢ 

13回 

 

（２） A３コード 訪問型基準緩和サービス 

①訪問型基準緩和サービス（４５分未満） 

【１割負担者用】 

・基本コード 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A３１１０１ 訪問型緩和１回数

／４５分 

4回まで A３１１０２ 訪問型緩和１包括

／４５分 

5回 

A３１１０４ 訪問型緩和２回数 

／４５分 

8回まで A３１１０５ 訪問型緩和２包括

／４５分 

9回 

A３１１０７ 訪問型緩和３回数

／４５分 

12回まで A３１１０８ 訪問型緩和３包括

／４５分 

13回 

 

・初回加算 

基本設定 処遇改善相当加算 

A３１１５５ 訪問型緩和初回

加算 

月単位単価

のみ 

A３１１５６ 処遇改善Ⅰ相当

加算初回加算 

処遇Ⅰ相当

実施の場合 

A３１１５７ 処遇改善Ⅱ相当

加算初回加算 

処遇Ⅱ相当

実施の場合 
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・処遇改善相当加算 

 

 

【２割負担者用】 

・基本コード 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A３１２０１ 訪問型緩和１回数

／４５分／２割 

4回まで A３１２０２ 訪問型緩和１包括

／４５分／２割 

5回 

A３１２０４ 訪問型緩和２回数 

／４５分／２割 

8回まで A３１２０５ 訪問型緩和２包括

／４５分／２割 

9回 

A３１２０７ 訪問型緩和３回数

／４５分／２割 

12回まで A３１２０８ 訪問型緩和３包括

／４５分／２割 

13回 

 

・初回加算 

基本設定 処遇改善相当加算 

A３１２５５ 訪問型緩和初回

加算／２割 

月単位単価

のみ 

A３１２５６ 処遇改善Ⅰ相当

加算初回加算／

２割 

処遇Ⅰ相当

実施の場合 

A３１２５７ 処遇改善Ⅱ相当

加算初回加算／

２割 

処遇Ⅱ相当

実施の場合 

 

 

 

 

 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A３１１１０ 処遇改善Ⅰ相当

加算１回数 

4 回までの

実績数 

A３１１１１ 処遇改善Ⅰ相当

加算１包括 

月単位 

A３１１１３ 処遇改善Ⅰ相当

加算２回数 

8 回までの

実績数 

A３１１１４ 処遇改善Ⅰ相当

加算２包括 

月単位 

A３１１１６ 処遇改善Ⅰ相当

加算３回数 

12回までの

実績数 

A３１１１７ 処遇改善Ⅰ相当

加算３包括 

月単位 

A３１１１９ 処遇改善Ⅱ相当

加算１回数 

4 回までの

実績数 

A３１１２０ 処遇改善Ⅱ相当

加算１包括 

月単位 

A３１１２２ 処遇改善Ⅱ相当

加算２回数 

8 回までの

実績数 

A３１１２３ 処遇改善Ⅱ相当

加算２包括 

月単位 

A３１１２５ 処遇改善Ⅱ相当

加算３回数 

12回までの

実績数 

A３１１２６ 処遇改善Ⅱ相当

加算３包括 

月単位 
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・処遇改善相当加算 

 

 

 

【３割負担者用】 

・基本コード 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A３１３０１ 訪問型緩和１回数

／４５分／３割 

4回まで A３１２０２ 訪問型緩和１包括

／４５分／３割 

5回 

A３１３０４ 訪問型緩和２回数 

／４５分／３割 

8回まで A３１２０５ 訪問型緩和２包括

／４５分／３割 

9回 

A３１３０７ 訪問型緩和３回数

／４５分／３割 

12回まで A３１２０８ 訪問型緩和３包括

／４５分／３割 

13回 

 

・初回加算 

基本設定 処遇改善相当加算 

A３１３５５ 訪問型緩和初回

加算／３割 

月単位単価

のみ 

A３１３５６ 処遇改善Ⅰ相当

加算初回加算／

３割 

処遇Ⅰ相当

実施の場合 

A３１３５７ 処遇改善Ⅱ相当

加算初回加算／

３割 

処遇Ⅱ相当

実施の場合 

 

 

 

 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A３１２１０ 処遇改善Ⅰ相当

加算１回数／２割 

4 回までの

実績数 

A３１２１１ 処遇改善Ⅰ相当

加算１包括／２割 

月単位 

A３１２１３ 処遇改善Ⅰ相当

加算２回数／２割 

8 回までの

実績数 

A３１２１４ 処遇改善Ⅰ相当

加算２包括／２割 

月単位 

A３１２１６ 処遇改善Ⅰ相当

加算３回数／２割 

12回までの

実績数 

A３１２１７ 処遇改善Ⅰ相当

加算３包括／２割 

月単位 

A３１２１９ 処遇改善Ⅱ相当

加算１回数／２割 

4 回までの

実績数 

A３１２２０ 処遇改善Ⅱ相当

加算１包括／２割 

月単位 

A３１１２２ 処遇改善Ⅱ相当

加算２回数／２割 

8 回までの

実績数 

A３１２２３ 処遇改善Ⅱ相当

加算２包括／２割 

月単位 

A３１１２５ 処遇改善Ⅱ相当

加算３回数／２割 

12回までの

実績数 

A３１２２６ 処遇改善Ⅱ相当

加算３包括／２割 

月単位 
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・処遇改善相当加算 

 

②訪問型基準緩和サービス（６０分未満） 

 【１割負担者用】 

・基本コード 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A３１１２８ 訪問型緩和１回数

／６０分 

4回まで A３１１２９ 訪問型緩和１包括

／６０分 

5回 

A３１１３０ 訪問型緩和２回数 

／６０分 

8回まで A３１１３２ 訪問型緩和２包括

／６０分 

9回 

A３１１３４ 訪問型緩和３回数

／６０分 

12回まで A３１１３５ 訪問型緩和３包括

／６０分 

13回 

 

・初回加算：４５分未満と共通 

基本設定 処遇改善相当加算 

A３１１５５ 訪問型緩和初回

加算 

月単位単価

のみ 

A３１１５６ 処遇改善Ⅰ相当

加算初回加算 

処遇Ⅰ相当

実施の場合 

A３１１５７ 処遇改善Ⅱ相当

加算初回加算 

処遇Ⅱ相当

実施の場合 

 

 

 

 

 

 

 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A３１３１０ 処遇改善Ⅰ相当

加算１回数／３割 

4 回までの

実績数 

A３１３１１ 処遇改善Ⅰ相当

加算１包括／３割 

月単位 

A３１３１３ 処遇改善Ⅰ相当

加算２回数／３割 

8 回までの

実績数 

A３１３１４ 処遇改善Ⅰ相当

加算２包括／３割 

月単位 

A３１３１６ 処遇改善Ⅰ相当

加算３回数／３割 

12回までの

実績数 

A３１３１７ 処遇改善Ⅰ相当

加算３包括／３割 

月単位 

A３１３１９ 処遇改善Ⅱ相当

加算１回数／３割 

4 回までの

実績数 

A３１３２０ 処遇改善Ⅱ相当

加算１包括／３割 

月単位 

A３１３２２ 処遇改善Ⅱ相当

加算２回数／３割 

8 回までの

実績数 

A３１３２３ 処遇改善Ⅱ相当

加算２包括／３割 

月単位 

A３１３２５ 処遇改善Ⅱ相当

加算３回数／３割 

12回までの

実績数 

A３１３２６ 処遇改善Ⅱ相当

加算３包括／３割 

月単位 
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・処遇改善相当加算 

 

 

【２割負担者用】 

・基本コード 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A３１２２８ 訪問型緩和１回数

／６０分／２割 

4回まで A３１２２９ 訪問型緩和１包括

／６０分／２割 

5回 

A３１２３１ 訪問型緩和２回数 

／６０分／２割 

8回まで A３１２３２ 訪問型緩和２包括

／６０分／２割 

9回 

A３１２３４ 訪問型緩和３回数

／６０分／２割 

12回まで A３１２３５ 訪問型緩和３包括

／６０分／２割 

13回 

 

・初回加算：４５分未満と共通 

基本設定 処遇改善相当加算 

A３１２５５ 訪問型緩和初回

加算／２割 

月単位単価

のみ 

A３１２５６ 処遇改善Ⅰ相当

加算初回加算／

２割 

処遇Ⅰ相当

実施の場合 

A３１２５７ 処遇改善Ⅱ相当

加算初回加算／

２割 

処遇Ⅱ相当

実施の場合 

 

 

 

 

 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A３１１３７ 処遇改善Ⅰ相当

加算１回数／60分 

4 回までの

実績数 

A３１１３８ 処遇改善Ⅰ相当

加算１包括／60分 

月単位 

A３１１４０ 処遇改善Ⅰ相当

加算２回数／60分 

8 回までの

実績数 

A３１１４１ 処遇改善Ⅰ相当

加算２包括／60分 

月単位 

A３１１４３ 処遇改善Ⅰ相当

加算３回数／60分 

12回までの

実績数 

A３１１４４ 処遇改善Ⅰ相当

加算３包括／60分 

月単位 

A３１１４６ 処遇改善Ⅱ相当

加算１回数／60分 

4 回までの

実績数 

A３１１４７ 処遇改善Ⅱ相当

加算１包括／60分 

月単位 

A３１１４９ 処遇改善Ⅱ相当

加算２回数／60分 

8 回までの

実績数 

A３１１５０ 処遇改善Ⅱ相当

加算２包括／60分 

月単位 

A３１１５２ 処遇改善Ⅱ相当

加算３回数／60分 

12回までの

実績数 

A３１１５３ 処遇改善Ⅱ相当

加算３包括／60分 

月単位 
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・ 処遇改善相当加算 

 

【３割負担者用】 

・基本コード 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A３１３２８ 訪問型緩和１回数

／６０分／３割 

4回まで A３１３２９ 訪問型緩和１包括

／６０分／３割 

5回 

A３１３３１ 訪問型緩和２回数 

／６０分／３割 

8回まで A３１３３２ 訪問型緩和２包括

／６０分／３割 

9回 

A３１３３４ 訪問型緩和３回数

／６０分／３割 

12回まで A３１３３５ 訪問型緩和３包括

／６０分／３割 

13回 

 

・初回加算：４５分未満と共通 

基本設定 処遇改善相当加算 

A３１３５５ 訪問型緩和初回

加算／３割 

月単位単価

のみ 

A３１３５６ 処遇改善Ⅰ相当

加算初回加算／

３割 

処遇Ⅰ相当

実施の場合 

A３１３５７ 処遇改善Ⅱ相当

加算初回加算／

３割 

処遇Ⅱ相当

実施の場合 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A３１２３７ 

 

 

処遇改善Ⅰ相当

加算１回数／２割

／６０分 

4 回までの

実績数 

A３１２３８ 処遇改善Ⅰ相当

加算１包括／２割

／６０分 

月単位 

A３１２４０ 

 

 

処遇改善Ⅰ相当

加算２回数／２割

／６０分 

8 回までの

実績数 

A３１２４１ 処遇改善Ⅰ相当

加算２包括／２割

／６０分 

月単位 

A３１２４３ 

 

 

処遇改善Ⅰ相当

加算３回数／２割

／６０分 

12回までの

実績数 

A３１２４４ 処遇改善Ⅰ相当

加算３包括／２割

／６０分 

月単位 

A３１２４６ 処遇改善Ⅱ相当

加算１回数／２割

／６０分 

4 回までの

実績数 

A３１２４７ 処遇改善Ⅱ相当

加算１包括／２割

／６０分 

月単位 

A３１２４９ 処遇改善Ⅱ相当

加算２回数／２割

／６０分 

8 回までの

実績数 

A３１２５０ 処遇改善Ⅱ相当

加算２包括／２割

／６０分 

月単位 

A３１２５２ 処遇改善Ⅱ相当

加算３回数／２割

／６０分 

12回までの

実績数 

A３１２５３ 処遇改善Ⅱ相当

加算３包括／２割

／６０分 

月単位 
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・処遇改善相当加算 

 

A３コードは、定率コードとなっています。１割負担者用・２割負担者用・３割負担者用でサービス

コードが分けられていますので、ご注意ください。また、処遇改善相当加算では、加算率は処遇改

善加算と同等を見込んで計算しております。回数単価の使用をする場合は、○回数を選択し、実

績回数を入力します。初回加算についても同様で、初回加算を算定する場合は、初回加算処遇改

善相当加算を入力してください。 

 

・A３（項目１００１）コード 訪問型基準緩和サービス（委託事業所専用） 

   回数単価のみのコードです。１割負担者用・２割負担者用・３割負担者用に分かれています。

こちらのサービスは給付管理外となっています。 

 

 

（３） A４コード 訪問機能訓練 

 回数単価のみのコードです。単価については負担割合の影響はなく、一律の金額となっておりま

す。こちらのサービスは給付管理外となっています。 

 

（４） A1 コード 

糸魚川市では、使用していません。 

 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A３１３３７ 

 

 

処遇改善Ⅰ相当

加算１回数／３割

／６０分 

4 回までの

実績数 

A３１３３８ 処遇改善Ⅰ相当

加算１包括／３割

／６０分 

月単位 

A３１３４０ 

 

 

処遇改善Ⅰ相当

加算２回数／３割

／６０分 

8 回までの

実績数 

A３１３４１ 処遇改善Ⅰ相当

加算２包括／３割

／６０分 

月単位 

A３１３４３ 

 

 

処遇改善Ⅰ相当

加算３回数／３割

／６０分 

12回までの

実績数 

A３１３４４ 処遇改善Ⅰ相当

加算３包括／３割

／６０分 

月単位 

A３１３４６ 処遇改善Ⅱ相当

加算１回数／３割

／６０分 

4 回までの

実績数 

A３１３４７ 処遇改善Ⅱ相当

加算１包括／３割

／６０分 

月単位 

A３１３４９ 処遇改善Ⅱ相当

加算２回数／３割

／６０分 

8 回までの

実績数 

A３１３５０ 処遇改善Ⅱ相当

加算２包括／３割

／６０分 

月単位 

A３１３５２ 処遇改善Ⅱ相当

加算３回数／３割

／６０分 

12回までの

実績数 

A３１３５３ 処遇改善Ⅱ相当

加算３包括／３割

／６０分 

月単位 
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＜通所型サービス＞ 

（１） A６コード 通所型現行相当サービス（全ての通所介護事業所） 

【回数単価設定を基本とした包括単価】 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A６１１１３ 

（事業対象

者・要支援

１認定者使

用） 

通所型独自サービ

ス１回数 

1～4回/月 A６１１１１ 通所型独自サービ

スⅠ 

5回 

A６１２２３ 

（要支援２

認定者の

み） 

通所型独自サービ

ス/２２回数 

1～4回/月 

 

A６１２２１ 通所型独自サービ

ス/２２ 

5回 

A６１１２３ 

（事業対象

者・要支援

２認定者使

用） 

通所型独自サービ

ス２回数 

5～8 回/月

まで 

A６１１２１ 通所型独自サービ

ス２ 

9回 

 

※対象者区分が設定されていますので、使用時はご確認ください。なお、現行相当サービスは A6 コード

の設定項目１と２の組合せとなっております。下記の設定項目２は、要支援２の方の週１回利用用のもの

です。 

 

※要支援２（週 1回利用）の場合のサービスコード（設定項目２） 

●基本報酬 

ｻｰﾋﾞｽｺｰ

ﾄﾞ 

名称 単位数 備考 

A６１２２１ 通所型独自サービス／２２ 1655 包括単価（月 5回の利用の場合） 

A６１２２２ 通所型独自サービス／２２日

割 

55 包括単価を設定した場合の日割り 

A６１２２３ 通所型独自サービス／２２回

数 

380 回数単価設定（4 回までの利用の場

合） 

加算・減算については、処遇改善加算以外は、設定項目２でそれぞれサービスコードを設定し

ています。 
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（２） A７コード 通所型基準緩和サービス 

【１割負担者用】 

・基本コード 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A７１１０１ 

 

通所型緩和サービ

スⅠ回数 

4回まで A７１１０２ 通所型緩和サービ

スⅠ包括 

5回 

A７１１０４ 

 

通所型緩和サービ

スⅡ回数 

8回まで A７１１０５ 通所型緩和サービ

スⅡ包括 

9回 

 

・処遇改善相当加算 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A７１１０７ 

 

処遇改善Ⅰ相当

加算回数 

4 回までの

実績数 

A７１１０８ 処遇改善Ⅰ相当

加算包括 

月単位 

A７１１１０ 

 

処遇改善Ⅰ相当

加算回数／２ 

8 回までの

実績数 

A７１１１１ 処遇改善Ⅰ相当

加算包括／２ 

月単位 

A７１１１３ 

 

処遇改善Ⅱ相当

加算回数 

4 回までの

実績数 

A７１１１４ 処遇改善Ⅱ相当

加算包括 

月単位 

A７１１１６ 

 

処遇改善Ⅱ相当

加算回数／２ 

8 回までの

実績数 

A７１１１７ 処遇改善Ⅱ相当

加算包括／２ 

月単位 

 

【２割負担者用】 

・基本コード 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A７１３０１ 

 

通所型緩和サービ

スⅠ回数 

4回まで A７１３０２ 通所型緩和サービ

スⅠ包括 

5回 

A７１３０４ 

 

通所型緩和サービ

スⅡ回数 

8回まで A７１３０５ 通所型緩和サービ

スⅡ包括 

9回 

 

・処遇改善相当加算 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A７１３０７ 

 

処遇改善Ⅰ相当

加算回数 

4 回までの

実績数 

A７１３０８ 処遇改善Ⅰ相当

加算包括 

月単位 

A７１３１０ 

 

処遇改善Ⅰ相当

加算回数／２ 

8 回までの

実績数 

A７１３１１ 処遇改善Ⅰ相当

加算包括／２ 

月単位 

A７１３１３ 

 

処遇改善Ⅱ相当

加算回数 

4 回までの

実績数 

A７１３１４ 処遇改善Ⅱ相当

加算包括 

月単位 

A７１３１６ 

 

処遇改善Ⅱ相当

加算回数／２ 

8 回までの

実績数 

A７１３１７ 処遇改善Ⅱ相当

加算包括／２ 

月単位 
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【３割負担者用】 

・基本コード 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A７１５０１ 

 

通所型緩和サービ

スⅠ回数 

4回まで A７１５０２ 通所型緩和サービ

スⅠ包括 

5回 

A７１５０４ 

 

通所型緩和サービ

スⅡ回数 

8回まで A７１５０５ 通所型緩和サービ

スⅡ包括 

9回 

 

・処遇改善相当加算 

基本設定（回数単価） 所定回数を超えた場合（包括単価） 

A７１５０７ 

 

処遇改善Ⅰ相当

加算回数 

4 回までの

実績数 

A７１５０８ 処遇改善Ⅰ相当

加算包括 

月単位 

A７１５１０ 

 

処遇改善Ⅰ相当

加算回数／２ 

8 回までの

実績数 

A７１５１１ 処遇改善Ⅰ相当

加算包括／２ 

月単位 

A７１５１３ 

 

処遇改善Ⅱ相当

加算回数 

4 回までの

実績数 

A７１５１４ 処遇改善Ⅱ相当

加算包括 

月単位 

A７１５１６ 

 

処遇改善Ⅱ相当

加算回数／２ 

8 回までの

実績数 

A７１５１７ 処遇改善Ⅱ相当

加算包括／２ 

月単位 

 

A７コードは、定率コードとなっています。１割負担者、２割負担者、３割負担者でサービスコード

が分けられていますので、ご注意ください。また、処遇改善相当加算では、加算率は処遇改善加

算と同等を見込んで計算しております。回数単価の使用をする場合は、○回数を選択し、実績回

数を入力します。初回加算についても同様で、初回加算を算定する場合は、初回加算処遇改善相

当加算を入力してください。 

 

・A7 コード（項目１００１） 通所型基準緩和サービス（委託事業所専用） 

  回数単価のみのコードです。１割負担者用 ・２割負担者用 ・３割負担者用に分かれています。

こちらのサービスは給付管理外となっています。 

 

 

（３） A８コード 短期集中通所リハビリテーション事業 

月額単価のみのコードです。単価については負担割合の影響はなく、一律の金額となっており

ます。こちらのサービスは給付管理外となっています。 

 

（４） A５コード 

糸魚川市では、使用していません。 

 


